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ふるさと納税 ふるさと納税 
2023 年の寄附状況をご報告します2023 年の寄附状況をご報告します

都道府県 件数 金額 割合
北海道 11 件 172,000 円 1.2%
青森県 1件 21,000 円 0.1%
岩手県 1件 18,000 円 0.1%
宮城県 11 件 167,000 円 1.1%
秋田県 3件 413,000 円 2.8%
山形県 6件 445,000 円 3.0%
福島県 3件 28,000 円 0.2%
茨城県 5件 87,000 円 0.6%
栃木県 4件 70,000 円 0.5%
群馬県 6件 104,000 円 0.7%
埼玉県 156 件 3,601,800 円 24.5%
千葉県 44 件 620,000 円 4.2%
東京都 234 件 4,265,000 円 29.0%
神奈川県 57 件 1,185,000 円 8.1%
山梨県 1件 11,000 円 0.1%
長野県 2件 29,000 円 0.2%
新潟県 3件 45,000 円 0.3%
富山県 1件 13,000 円 0.1%
石川県 0件 0円 0.0%
福井県 0件 0円 0.0%
岐阜県 2件 27,000 円 0.2%
静岡県 14 件 223,000 円 1.5%
愛知県 30 件 481,200 円 3.3%
三重県 7件 129,000 円 0.9%

都道府県 件数 金額 割合
滋賀県 2件 415,000 円 2.8%
京都府 6件 130,000 円 0.9%
大阪府 34 件 904,000 円 6.1%
兵庫県 21 件 328,000 円 2.2%
奈良県 3件 74,000 円 0.5%
和歌山県 2件 26,000 円 0.2%
鳥取県 1件 12,000 円 0.1%
島根県 0件 0円 0.0%
岡山県 6件 127,000 円 0.9%
広島県 7件 123,000 円 0.8%
山口県 3件 54,000 円 0.4%
徳島県 1件 21,000 円 0.1%
香川県 0件 0円 0.0%
愛媛県 3件 42,000 円 0.3%
高知県 0件 0円 0.0%
福岡県 9件 126,000 円 0.9%
佐賀県 1件 25,000 円 0.2%
長崎県 0件 0円 0.0%
熊本県 2件 36,000 円 0.2%
大分県 2件 53,000 円 0.4%
宮﨑県 2件 26,000 円 0.2%
鹿児島県 2件 32,000 円 0.2%
沖縄県 0件 0円 0.0%
合計 709 件 14,709,000 円 100％

 町では、財源確保・地方創生の一環で、ふるさと納税
の返礼品制度を実施しています。2023年（１月～ 12
月）は、全国から延べ 709 件、総額 14,709,000 円の
ご寄附をいただきました。

　お寄せいただいた寄附金は、「まちづくり応援基金」
に積み立てた後、寄附者の意向を踏まえ、町の各事業に
活用させていただきます。
■問合せ　役場政策財政課　☎ 296-1212

使途 件数 ⾦額

1. 環境と共⽣するまちづくりに関する事業 189 件 3,651,000 円

2. 健康と福祉のまちづくりに関する事業 67 件 1,377,000 円
3. ⼦どもたちを伸びやかに育てるまちづくり

に関する事業 302 件 7,384,000 円

4. ⽂化創造のまちづくりに関する事業 24 件 464,000 円

5. 安全で潤いのあるまちづくりに関する事業 28 件 487,000 円

6. 協働によるまちづくりに関する事業 17 件 340,000 円
事業の選択を町⻑に委任する（⾃治体におま
かせ） 48 件 918,000 円

令和 4 年 7 ⽉ 12 ⽇の豪⾬災害に対する⽀援 34 件 88,000 円
合計 709件 14,709,000 円

寄附の使い道寄附の使い道
（使途）別⼀覧（使途）別⼀覧

　寄附者が寄附金の使い道（使途）
について指定した内容は右表のとお
りです。お寄せいただいた寄附金は、
今年度は、小中学校英会話指導推進
事業や学校給食費減免事業に活用し
ています。
　また、令和 4 年 7 月 12 日に発
生した豪雨災害に対する支援金とし
て、34 件、88,000 円の寄附をい
ただきました。この寄附につきまし
ては、災害復旧の費用として使わせ
ていただきます。

　役場東出張所、鳩山町ふれあいセンター、鳩山町コミュ
ニティ・マルシェ、ニュータウンふくしプラザは、施設
の受変電設備改修工事等の実施に伴い、右記のとおりの
日程で臨時休館とさせていただきます。
　利用者の皆さまには、大変ご迷惑おかけいたしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。

■休館⽇　2月21日（水）、22日（木）、3月9日（土）
※  2月22日（木）については、役場東出張所、鳩山町
ふれあいセンターは通常通り開所します。

■問合せ　役場東出張所　☎296-5370
役場政策財政課　☎296-1212

町内施設の臨時休館のお知らせ町内施設の臨時休館のお知らせ

ＴＴｏ ｐ ｉ ｃ ｓｏ ｐ ｉ ｃ ｓ
トピックス

町・県⺠税の申告受付と町・県⺠税の申告受付と
所得税の申告相談⽇のお知らせ所得税の申告相談⽇のお知らせ

■相談会場 役場3階 305・306会議室
■受付時間　午前 9時～ 11時、午後 1時～ 3時 30分
※ 令和5年分税の申告の詳細は、広報はとやま１月号を
ご覧ください。

■問合せ　役場税務会計課　☎ 296-5892　

日程 対象地区

２
月
16日（金） 石坂・鳩山団地
19日（月） 松ヶ丘一・二丁目
20日（火） 松ヶ丘三・四丁目
21日（水） 楓ヶ丘一・二丁目
22日（木） 楓ヶ丘三・四丁目
26日（月） 鳩ヶ丘一・二丁目
27日（火） 鳩ヶ丘三～五丁目
28日（水） 大橋・奥田
29日（木） 須江・竹本

３
月
１日（金） 泉井・高野倉
４日（月） 熊井
５日（火） 小用
６日（水） 大豆戸
７日（木） 赤沼
８日（金） 今宿
11日（月）
～15日（金） 上記で都合のつかない方

確定申告は確定申告は
e-Tax・スマホ申告が便利ですe-Tax・スマホ申告が便利です

　確定申告会場に出向かなくても、マイナン
バーカードをお持ちの方は、マイナンバー
カード対応のスマートフォン、またはICカー
ドリーダライタを利用して、e-Tax で申告
書を提出できます。
　マイナンバーカードをお持ちでない方は、
お早めの取得をお願いします。
　申告の際は、ぜひ、国税庁ホー
ムページ「確定申告書等作成コー
ナー」を用いて、ご自宅等から、
e-Tax をご利用ください。
■問合せ 
【確定申告などに関する問合せ】
国税庁ホームページ「確定申告特集」をご利用
ください。
【e-Tax・作成コーナーの操作等に関する問
合せ】
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
☎0570-01-5901

※万円未満四捨五入のため、合計等が合わない場合があります。
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